
　射水市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

　　令和６年３月１９日 

射水市長　夏　野　元　志　 

 

射水市条例第１８号  

射水市都市公園条例の一部を改正する条例  

　射水市都市公園条例（平成１７年射水市条例第１８９号）の一部を次のよう

に改正する。  

第１０条の２の見出し中「大島中央公園」を削り、同条表以外の部分中「大

島中央公園」を「都市公園」に改め、同条の表を次のように改める。  

　　　附　則  

　この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 施設の名称 位置 供用日 供用時間

 大 島中央 公園屋

内遊具場

射水市新 開発４

２４番地

１月４ 日から１

２月２ ８日まで

の日

午前９ 時か ら午

後５時まで

 本 開発公 園屋内

遊具場

射水市本 開発地

区土地区 画整理

事業内


